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①立地適正化計画策定の背景とねらい 1

国では、到来する人口減小・高齢社会に対応した
「コンパクト･プラス･ネットワーク」(C＋N)の政策を推進

【Ｃ＋Ｎのねらい】（出典：国土交通省）



①立地適正化計画策定の背景とねらい 2

朝霞市においても将来の人口減・高齢化を見据えて、
計画的にまちづくりを進めていくことが必要

出典：実績値は住民基本台帳、
推計値は第５次朝霞市総合計画後期基本計画における推計結果【朝霞市の将来人口と高齢化の見通し】



①立地適正化計画策定の背景とねらい 3

「C＋N」を推進するための計画制度＝
立地適正化計画＋地域公共交通網形成計画C N

【Ｃ＋Ｎのための計画制度】（出典：国土交通省）



①立地適正化計画策定の背景とねらい 4

朝霞市では「N」＝地域公共交通計画(令和3年2月)を策定し、
公共交通の利便性や持続可能性を高めるための施策を推進
【目指すべき地域公共交通体系】（出典：朝霞市地域公共交通計画）



①立地適正化計画策定の背景とねらい 5

「Ｃ」＝立地適正化計画は、居住や都市機能（医療･福祉･商業･子育て等）
を誘導する区域、誘導する施設・施策や支援措置を明示

【立地適正化計画のイメージ】（出典：国土交通省）

●人口密度を維持し、将来に渡り生活利便性
を確保する区域

●災害リスクが低く安全に暮らせる区域

●人が集まる交通利便性の高い拠点で
都市機能の集積を高める区域

●誘導する施設を事前明示

都市機能誘導区域＋誘導施設

居住誘導区域



①立地適正化計画策定の背景とねらい 6

事前明示することで民間が取り組みやすい環境をつくり、
将来のまちの骨格（将来都市構造）へ緩やかに誘導

【将来のまちの骨格（将来都市構造）】（出典：朝霞市都市計画マスタープラン）

北朝霞・朝霞台駅周辺

朝霞駅周辺



①立地適正化計画策定の背景とねらい 7

都市機能誘導区域を中心に各種支援制度が活用可能となり
拠点形成の後押しに（予算の重点配分・補助率の嵩上げも）

【立地適正化計画に係る支援措置】（出典：国土交通省） ※令和元年時点

詳細は「③都市拠点の形成に向けた支援制度
活用」（Ｐ15以降）で説明します。



①立地適正化計画策定の背景とねらい 8

【他都市における居住誘導区域の考え方とイメージ】（出典：小田原市資料））

居住誘導区域は、どこに住むと便利か？安全か？を事前明示し、
今後、朝霞市に住もうとする人々の居住を緩やかに誘導



■【参考】計画（誘導区域と誘導施設）のアウトプットイメージ 9

出典：戸田市立地適正化計画



①立地適正化計画策定の背景とねらい 10

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの
分析を行い、防災・減災対策を定める「防災指針」も作成
【都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（R2.6公布）の概要】（出典：国土交通省）



■【参考】計画（防災指針）のアウトプットイメージ 11

出典：知多市立地適正化計画



■【参考】立地適正化計画の作成状況 12

埼玉県下では
約46％（29/63）
の市町村が作成

（出典：国土交通省）



②今後の庁内検討委員会の進め方（令和4年1月24日時点） 13

第２回 都市構造や防災上の課題
目指すべき都市の骨格構造・誘導方針

第３回 誘導区域や誘導施設の設定方針

第４回 誘導区域と誘導施設の設定案
防災指針の取組方針

第５回 立地適正化計画（素案）

住民説明会・パブリックコメント

立地適正化計画策定・公表

令和４年
７月頃

令和４年
10月頃

令和４年
５月頃

令和４年
２月頃

令和４～５年
12～１月頃

令和５年
３月末

※現時点の想定であり、開催スケジュールや内容は変更となる可能性があります。



【参考】検討会議委員名簿（令和4年1月24日時点） 14

No. 所 属 職 名
委員長 1 都市建設部 都市建設部長
副委員長 2 都市建設部 都市建設部次長兼開発建築課長

検討委員

3 都市建設部 審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長
4 市長公室 市長公室次長兼政策企画課長
5 危機管理室 副審議監兼危機管理室長
6 総務部 総務部次長兼入札契約課長
7 市民環境部 市民環境部次長兼地域づくり支援課長
8 福祉部 福祉部次長兼福祉相談課長
9 こども・健康部 こども・健康部次長兼健康づくり課長
10 上下水道部 上下水道部次長兼下水道施設課長
11 学校教育部 学校教育部次長兼教育総務課長
12 生涯学習部 生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長
13 都市建設部 都市建設部道路整備課長
14 都市建設部 都市建設部みどり公園課長

学識経験者※
15 埼玉大学大学院 小嶋文准教授（理工学研究科環境科学・社会基盤部門）
16 中央大学 須永大介助教（理工学部都市環境学科）

※学識経験者２名は、朝霞市都市計画審議会条例第４条に基づく専門委員として参加します。



③都市拠点の形成に向けた支援制度活用 15

支援制度の名称 制度等の概要 補助率

【Ａ】
都市構造再編
集中支援事業

• 「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事
業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境
の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防
災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、
各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図
ることを目的とする事業

【これまで】
40％（都市再生整備計画）

【支援制度活用】
都市機能誘導区域内：50％
居住誘導区域内：45％

【Ｂ】
まちなかウォー
カブル推進事業

• 車中心から人中心の空間に転換するまちなかの
歩ける範囲の区域において、街路の広場化や公
共空間の芝生化、沿道施設の１階部分の開放な
ど、既存ストックの修復・利活用に関する取組
を重点的・一体的に支援する事業

【これまで】
40％（都市再生整備計画）

【支援制度活用】
50％

【Ｃ】
都市・地域交通
戦略推進事業

• コンパクトシティの形成に向け、徒歩、自転車、
自動車、公共交通など多様な交通モードの連携
が図られた、駅の自由通路等の公共的空間や公
共交通などからなる都市の交通システムを都
市・地域総合交通戦略等に基づき、パッケージ
施策として総合的に支援する事業

【これまで】
1／３

【立地適正化計画に係る事業】
１／２

【活用が想定される支援制度】



【Ａ】都市構造再編集中支援事業 16

「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や
居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な
支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業。
〇事業主体 市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等
〇補助率 １／２（都市機能誘導区域内）、４５％（居住誘導区域内等）



【Ａ】都市構造再編集中支援事業 17

〇市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市再生整備計画）
に基づき実施される次の事業等のうち立地適正化計画の目標に適合するもの

■ 対象となる取組
＜事業主体：市町村、市町村都市再生協議会＞

対象事業

基幹事業
道路／公園／河川／地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設等）／高質空
間形成施設（歩行支援施設等）／高次都市施設／都市機能誘導区域内の誘導施設
（医療、社会福祉、教育文化、子育て支援施設）／土地区画整理事業 等

提案事業 事業活用調査／まちづくり活動推進事業（社会実験等）／地域創造支援事業（市
町村の提案に基づくソフト事業・ハード事業）

〇都市再生整備計画に位置付けられた都市機能誘導区域内の誘導施設の整備
※ただし、市町村又は都道府県が事業主体に対して公的不動産等活用支援を行う事業であることが要件

＜事業主体：民間事業者等＞

〇都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」及び「居住誘導区域内」
に定められている地区。

■ 施行地区



【Ｂ】まちなかウォーカブル推進事業 18

車中心から人中心の空間に転換するまちなかの歩ける範囲の区域において、街路の広場
化や公共空間の芝生化、沿道施設の１階部分の開放など、既存ストックの修復・利活用に
関する取組を重点的・一体的に支援する事業。
〇事業主体 【交付金】市町村、市町村都市再生協議会

【補助金】都道府県、民間事業者等
〇補助率 １／２



【Ｂ】まちなかウォーカブル推進事業 19

■ 対象となる取組

対象事業

基幹事業
道路／公園／既存建築物活用事業／
その他、既存ストックの修復・改変メニューに限定

提案事業 事業活用調査／まちづくり活動推進事業（社会実験等）／
地域創造支援事業（市町村の提案に基づくソフト事業・ハード事業）

〇「都市再生整備計画区域の施行地区」 かつ
「まちなかウォーカブル区域（周辺環境整備に係る事業を含む）」

■ 施行地区



【Ｃ】都市・地域交通戦略推進事業 20

コンパクトシティの形成に向け、徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様な交通モー
ドの連携が図られた、駅の自由通路等の公共的空間や公共交通などからなる都市の交通シ
ステムを都市・地域総合交通戦略等に基づきパッケージ施策として総合的に支援する事業。
〇事業主体 地方公共団体、法定協議会、独立行政法人都市再生機構、都市再生推進法人、

認定地域来訪者等利便増進活動実施団体
〇補助率 １／２（立地適正化計画に位置付けられた事業）



【Ｃ】都市・地域交通戦略推進事業 21

■ 対象となる取組

対象事業
都市交通システム整備
事業の整備計画の作成
等に関する事業

・整備計画の作成に関する事業
・交通まちづくり活動推進事業
・スマートシティの推進に資する社会実験

公共的空間等の整備に
関する事業

・公共的空間等が整備される敷地の整備
・公共的空間の整備（歩行者通路、広場、人工地盤、公開空地等）
・歩行空間の整備
・駐車場の整備
・駐車場有効利用システムの整備
・観光バスの駐車場の整備
・荷捌き駐車施設の整備
・自転車駐車場の整備
・バリアフリー交通施設の整備
・シェアサイクル設備の整備
・路面電車・バス等の公共交通に関する施設の整備

公共的空間または公共
空間の整備に併せて実
施される事業

・都市情報提供システムの整備
・地下交通ネットワークの管理安全施設の整備
・歩行活動の増加に資する施設の整備
・公共交通機関の利用促進に資する施設の整備
・スマートシティの推進に資する情報化基盤施設等の整備



■【お願い】都市拠点における取組に関する調査へのご協力 22

現在、当課では立地適正化計画の策定と合わせ、将来像の実現に向けた施策と
して、ご紹介した３つの制度の活用を検討しています。
つきましては、当課所管の取組に関わらず上記支援制度に位置づけが可能な取
組を把握するため、関連が想定される所管課等へ対象となる取組の有無に関する
依頼文・調査票等（資料２参照）を後日照会させていただきますので、ご協力の
程よろしくお願いします。

■ 取組の条件
項目 条件

計画期間 令和５年度から令和９年度頃まで

対象範囲
資料２（別紙２）を参照
【朝霞駅周辺】朝霞駅から半径１kmの範囲
【朝霞台・北朝霞駅周辺】朝霞台・北朝霞駅から半径１kmの範囲

活用予定の支援制度
① 都市構造再編集中支援事業
② まちなかウォーカブル推進事業
③ 都市・地域交通戦略推進事業


